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　　　　　　通　　知　　書
　　　　　　　　　平成２２年　　月　　日

被通知人　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　通知人　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　本通知書作成代理人

　　　　〒１６２－０８２２

　　　　東京都新宿区下宮比町２‐２８

　　　　飯田橋ハイタウン１１０４
　　　　行政書士事務所

　　　　飯田橋総合法務オフィス
　　　　ＴＥＬ：０３－５２０６－７７７３

　　　　　　　　　　行政書士　小竹　広光

　冠省

　早速ですが、貴殿に対し、行政書士法第１条の３第２項に基づき、通知人の書類作成代理人として下記の通り通知致します。

　通知人は、貴殿と平成●●年●●月より同居生活をするようになりましたが、同居直後より現在に至るまで、貴殿から日常的に身体的暴力や言葉による暴力、いわゆるドメスティックバイオレンスを受けるようになり、何度も警察へ相談や通報をしてきたことは、すでにご承知のとおりであります。

　通知人はこれまで何とか貴殿との関係を修復しようと努力してまいりましたが、貴殿の暴力行為は収まるばかりか、年々その頻度や程度が増悪していくばかりとなっており、貴殿からの「ぶっ殺してやる」との脅迫や、耐え難い暴力を日常的、継続的に蒙るに至り、生命の危険さえ感じるに至りました。
　そのため、この度、やむを得ず、身一つで貴殿と居住していた住居から、自己の生活用品全てを置いて逃出してきました。

　つきましては、貴殿に対し、今後、通知人本人及びその家族らに一切の電話や電報・通知・訪問などの連絡、接触を取らないよう申入れ致します。
　また、今後、連絡事項等がある場合には、すべて書面のみにてお願い申し上げます。
　なお、今後通知人やその家族への接近接触が発見された場合、誠に遺憾ながら、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「ＤＶ保護法」という。）に基づく接近禁止命令の申立を行うとともに、強要罪（刑法第２２３条）や業務妨害罪（刑法第２３３条、２３４条）で速やかに刑事告訴を行なわざるを得なくなりますので、ご善処いただけますよう、申し添えます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　草々
